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口唇と物との接触による口唇の感覚は何回となく繰り返され

ても不変であるので、必然的なものと信じられている。口唇知

覚障害後には従来と変わった経験の事実として、知覚異常を幾

度も繰り返されることになるので客観的に存在しているという

べきである。しかし、現在のところ、知覚異常が実際に存在し

うるか予後を測ることは殆ど不可能といえる。それは症状の把

握が相対する物との関係において種々変化する神経であり、少

なくとも起きた当初は意識内容そのものによって判断されるの

で、余りに自由に変わりうる主観的な自覚症状に頼らざるを得

ないからである。しかし、しばしば時と共にこの経験の事実は

患者自身で客観視され、information gap による一つの症状が

厳密には一つということでなく、体系の中で実際には過去と同

じ感覚を繰り返すことができなくなることが予後判定のための

材料とならないだろうか。

触刺激は局所の直接的な変化のみでなく脳神経から脳幹、三

叉神経第２次路を含む内側毛帯、視床腹側核、辺縁系、皮質中

心後回感覚領野へと多くの変化をもたらし、伝導システムの中

で中枢を含む複雑な機構の統合が行われていると思われる。生

理的な状態ではこれらの変化を通して全体として感覚受容機構

が維持され、知覚は経験として理解され知識となり、一生涯使

われることとなる。知覚に傷害が加わると独立した知識とは異

質な感覚により一般の原因と結果の関係を考えることができな

いとともに変化は主観的に増幅されたり、間脳の働きによる情

緒面が付加されることもありうる。このことによって、その評

価が自由に変化できる心理作用を混じているという非難を免れ

ることもできない。従って傷害を受けた体系の中に辺縁系や、

皮質の間脳に対する統御を含め口唇知覚異常の症状の普遍性を

説明する必要がある。

臨床的には時とともに感覚異常が変化し治癒に向かうことが

しばしば経験的事実として認められてきた。また神経活動が細

胞の機能特性や脳の連絡パターンを変えると考えられてきた。

これらの現象の説明が近年示されつつある。１９７０年代より末梢

神経傷害後に越神経節の変化 degeneration が、１９８０年代には

軸索の成長、シナプスの sprouting を通じて皮質の再構築が起

こり皮質知覚領域の修復が認められ、１９９０年代に入りこの現象

が adult brain でもみられるという報告が現在に至るまで次々

と出されてきた。これらの変化は週あるいは月単位でみられる

が、麻酔による末梢神経の活動停止が分単位で皮質知覚領域の

変化をもたらすという報告もある。このことは自己が自己に対

して働くことで、感覚経験が感覚中枢における複雑な変化を通
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して感覚異常を相対的にして有限なものにしているといえる。

これは時と共に脳卒中などによる中枢神経傷害が修復された

り、自分が変り、自分の意識を超えて啓示されるといった皮質

機能構造の連続的な経験依存性変化ともいうべきものとシナプ

ス伝達の面で相通ずるものがあるのかもしれない。plasticity

とか dynamics といわれる受容野の特性と皮質の機能的構築の

変化について現実の根本がどこにあるのか全く分らないが、お

そらく傷害を受けた末梢部位での修復と末梢神経の input のパ

ターン変化に応じた機能修復のための中枢における可塑性が相

互に関連しており、このことが個々の知覚異常の診断を困難に

し、しかも末梢神経に対する治療で治りにくい理由かも知れな

い。

臨床で末梢部位に現れる症状をもって末梢神経傷害の影響を

受けた中枢を含む伝導系の変化をとらえることが可能であれば

予後判定に都合が良い。従来の多くの経験的事実から異質性の

中に共通するものを分析し、経験的法則が求められるべきであ

る。その為に会員の叡智を集め末梢の臨床症状と中枢との対応

を探るための多面的な方法の開発や、臨床所見を裏付ける中

枢・末梢の基礎的研究の推進が不可欠と思われる。

日 時：平成１１年３月６日（土）

場 所：兵庫医科大学９号館 ９－１講義室

一般演題：

１．当科に紹介された歯科治療中、後の合併症・偶発症症例に

ついて

○吉田真一郎、飯田征二、野村公子、古郷幹彦、

松矢篤三

大阪大学歯学部口腔外科学第一講座

２．下顎智歯抜歯後の障害に対する不安要因に関するアンケー

ト調査

○栃原しほみ、浅田洸一、山近重生、稲名美乃、

平下光輝、佐藤武智、石橋克禮

鶴見大学歯学部第２口腔外科学教室

３．下顎智歯抜歯後に発症した下唇麻痺についての検討

○清水祐介、堀之内康文、窪田泰孝、白砂兼光

九州大学歯学部口腔外科学第２講座

４．下顎智歯抜歯後の「麻痺」に対する意識調査

―第３報：術中所見とレントゲン所見について―

○京野信二、神山義之、高田 訓、大野 敬、

大野朝也

奥羽大学歯学部口腔外科学第２講座

５．下顎智歯抜歯後のオトガイ領域知覚異常に関する検討

―下顎管と智歯根の位置関係の画像分析を中心に―

○井手山美佳子、野添悦郎、平原成浩、濱崎朝子、

古川美智代、三村 保

鹿児島大学歯学部口腔外科学第二講座

６．Helical CT-ToothPixTM の有用性について

―特に下顎智歯と下顎管との関係を中心に―

○崎中 勳、島原政司

大阪医科大学口腔外科学教室

７．下顎枝矢状分割術によるオトガイ知覚障害の発生要因につ

いて

○山本麗子、中村 篤、田中憲一、秋月弘道、

大野康亮、道 健一

昭和大学歯学部第１口腔外科学教室

８．耳下腺・顎下腺摘出後に生じた上下口唇運動障害について

○上田貴史、吉岡秀郎、田中徳昭、古郷幹彦、

松矢篤三

大阪大学歯学部口腔外科学第一講座

９．中顔面骨折に起因する三叉神経第２枝領域の知覚異常につ

いて

○笹部哲也、吉岡秀郎、飯田征二、古郷幹彦、

松矢篤三

大阪大学歯学部口腔外科学第一講座

１０．顎下部よりアプローチを行った下顎骨骨折症例における術

後の下口唇運動障害について

○吉岡秀郎、笹部哲也、飯田征二、古郷幹彦、

松矢篤三

大阪大学歯学部口腔外科学第一講座

シンポジウム：「知覚麻痺の評価―その２」

１．小林明子

（東京医科歯科大学歯学部口腔外科学第１講座）

２．蜂須賀永三

（広島大学歯学部口腔外科学第二講座）

３．藤本佳之

（大阪大学歯学部口腔外科学第一講座）

４．長谷川誠実

（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）

５．飯田征二

（大阪大学歯学部口腔外科学第一講座）

第３回口唇麻痺研究会開催される
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感覚の診査法を統一する上での一考察として微小電流と

SWテスターによる閾値を比較し、また閾値が高いと予想さ

れる再建皮弁の圧感受能が再現性をもって評価できるかどう

か調査した。

まず下顎嚢胞、顎変形症、頬部良性腫瘍などの口腔外科手術

後症例における下唇オトガイ部の閾値を、微小電流と SWテ

スターによって測定した。両検査法による測定結果を比較する

と、多くの症例において、術前より閾値の上昇した領域面積に

大差はなかったが、なかには閾値や領域の異なった症例もみら

れた。そのうちの２例を症例１、２に示す。電流刺激の単位は

mAで示し、“（－）”はその閾値で反応がなかったことを示

す。一検査法で閾値の上昇がなくても、もう一法で上昇してい

る場合があり、単一の評価法では被験者の感覚異常を詳細に評

価しきれないことがわかった。圧感受能は日常的な刺激である

ためか、繰り返し測定により閾値が変動することがあったが、

電気刺激では通電感覚が明瞭に判定でき、検査が容易であっ

た。感覚の評価はレセプターの異なる複数の刺激によって行う

べきであると考えられた。

また今後は下唇オトガイ部に限らず、口腔内の感覚も評価し

ていく必要があると考え、腫瘍切除後の再建皮弁における圧感

受能を測定した。口腔内の測定における問題点として、狭い範

囲で隣在組織と接触せずに測定する必要があること、さらに十

分な開口量が得られない場合器具の挿入が困難になること、再

建組織では閾値が高いことなどがあり、従来の SWテスター

では評価が困難であった。そこで口腔内挿入の容易なプローブ

を考案し、圧値（Fgm）がデジタル表示で測定できるように

した。プローブは把持部と口腔内挿入部との間に歪みゲージを

組み込んで、加圧による歪みをFgmで表示した。先端は取り

外して消毒できるようにした（図１）。症例は遊離（筋）皮弁

が９例、有茎筋皮弁が１例で、検査部位を１症例につき５点以

上定義し、１点につき５回ずつランダムに刺激することによっ

て評価した。測定操作は容易であった。１回目の測定から１か

月以内に全く同様の検査を行うと、再現性は良好であったが、

２回目測定時の閾値の方が低下する傾向があった（表１）。し

たがって獲得された圧感受能は検査回数を増やすと結果が良く

なる可能性もあると考えられた。

シンポジウム「知覚麻痺の評価―その２」

口腔外科手術後の感覚の変化に対する評価法についての検討

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学

○小林 明子、吉増 秀實、小林 裕、根岸 明秀、

小林 淳二、木野 孔司、天笠 光雄

図１ 口腔内圧感受能測定に用いたプローブ
上：全体 下：先端電 流 SWテスター

症例１ 両側下顎枝矢状分割術 術後３か月
２９歳 女性

電 流
症例２ 右下顎嚢胞摘出術 術後１か月

３０歳 男性

表１ １回目測定値－２回目測定値
破線より上が正、下が負
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下唇とオトガイ部の知覚麻痺に対する皮膚知覚テスターを用いた客観的評価法

患者の医療知識の向上に伴い、歯科治療後や口腔外科手術後

の知覚麻痺に対するクレームや訴訟を耳にすることが年々多く

なってきている。我々は昨年の本研究会で下唇・オトガイ部の

触覚を定量化する方法として、Ｓ－Ｗ知覚テスターの有用性を

広島大学歯学部口腔外科学第二講座

○蜂須賀永三、石岡 康希、島末 洋、原田 直、

杉山 勝、石川 武憲

男性 男性
（人） （人）
４

４

３
３

２
２

１
１

０
０

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ ０～１ ２～３ ４～５ ６～７ ８～９１０～１１１２～１３１４～１５
（領域数） （ポイント数）

女性 面積法 女性 面積法
一点法 一点法（人） （人）

７ １２
６ １０
５ ８
４

６３
４２

１ ２
０ ０

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ ０～１ ２～３ ４～５ ６～７ ８～９１０～１１１２～１３１４～１５
（領域数） （ポイント数）

図１ 変化した領域数の分布 変化したポイント数の分布

ｃ
Ｎ：９６名

Ａ～Ｄの人数の割合で表示

右外側 右内側 左内側 左外側 右外側 右内側 左内側 左外側

下唇

頤上部

頤中部

頤下部

男 性 女 性

図２ 健常者の知覚
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報告したが、この検査法の妥当性や触覚の特性について調査を

行ったので、症例を交えて報告した。

まず、我々の測定法の安定性・再現性を調べるために、当科

で考案した領域別の検査法（以下、面積法と呼ぶ。）と、従来

の１点毎の測定方法（以下、１点法と称する。）とで、各々、

同一被検者について２回測定を行い、１回目と２回目の測定値

について、以下の項目を測定した。１）２回の検査で測定値の

異なった領域の数。２）変化の幅を知るために、１つのレベル

症例１：２７歳 男性
伝麻前 伝麻後５分 伝麻後２０分 伝麻後５０分

痛覚 正常
温覚 正常
冷覚 正常

全くなし

温・冷判別不能

全くなし

温・冷判別不能

全くなし

温・冷判別不能

症例２：２４歳 女性

痛覚 正常
温覚 正常
冷覚 正常

なし 押されている感じ
遠心側に僅かに残
遠心側に僅かに残

全くなし

温・冷判別不能

全くなし

温・冷判別不能

図３ 伝達麻酔によるオトガイ部の知覚変化（一部症例）

〈症例提示〉

初診時 抜歯前 抜歯後１週間

麻酔の残存感、時にビ
リビリ感

違和感残るが、初診時
に比べ著明に軽減

違和感、左右差ともに
消失

患者の自覚

ビタミン剤
ATP製剤
開口練習

Ｓ－Ｗ知覚
テスター

抜歯・掻爬

２領域のみＢ
他はＡ

全領域がＡ 全領域がＡ

痛 覚

痛覚低下

一部で低下温・冷覚 全領域が正常 全領域が正常

症例１の経過
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変化を１ポイントとし、変化した全領域のポイント数の和。

３）誤差や、体調の影響などをはかるため、２ポイント以上の

変化を示した領域数。

２回の測定値に変化のみられた領域数の分布・ポイント数を

グラフに示し、比較すると領域数、ポイント数とも面積法の方

が変化が少なく、２ポイント以上の変化のあった領域は男女あ

わせて４４８領域中、面積法で５領域、１点法で５５領域であった。

女性の面積法では２０８領域中０で、特に面積法は、高い精度で

再現性が得られた。また、同一の被検者において比較すると、

１点法の方が面積法よりも低い値を示す例が多く、ＥやＦが測

定される例もみられた（図１）。

健常者の知覚（図２）については、面積法で健常者の下唇と

オトガイ部の触覚を測定し、Ａを認知できたもの、Ｂが最大で

あったもの、という風に各領域に関して棒グラフで表してみる

と、男性はＡに対し、Ｂ、Ｃ、Ｄの部分が広いのに対して、女

性は８～９割の例がＡであり、Ｃ、Ｄはほとんど存在していな

い。触覚に関しては女性は非常に敏感で、男性と女性では基準

値に差があるものと考えられた。

次に、触覚麻痺の特性を調べるため、下顎孔伝達麻酔を行っ

て触覚検査すると同時に、痛覚・温度覚との比較を行った。ま

ず、伝麻１０分前に面積法による触覚の検査を行い（コントロー

ル）下顎孔伝達麻酔を行って、５分、２０分、５０分後に触覚を測

定し、また並行して、温度覚、痛覚も測定した。温度覚の測定

には、ユフ精機社製の温覚計を用いて０℃と、６０℃で測定し、

痛覚はピンクリップテストにより測定した。結果は、痛覚は５

分後には著明な低下を示し、温度覚も痛覚とほぼ同じ速さで消

失したのに対し、触覚は極めて緩徐に低下していく傾向があ

り、各々の感覚を伝えるＡδやＣ線維とＡβ線維など線維間

で、麻酔薬に対する影響の受け易さや、障害され易さに特性が

ある可能性が推測できた。また、触覚は５０分を経過しても、消

失しない部分や例があることから非常に緩徐な消失を示すか、

あるいは個体差による可能性が推定された（図３）。

症例提示（症例１、２、３）では、根管治療時の麻酔による

オトガイ神経の損傷、咬合性外傷に起因すると考えられた上唇

麻痺、インプラント植立による下唇麻痺の３例を供覧し、いず

れも触覚試験と患者本人の自覚の差について検討した。

以上の結果、面積法と１点法の比較において、Ｓ－Ｗ知覚テ

スターの計測法としては、面積法が再現性、安定性で優れてお

り、より適当であることが示唆された。また、面積法において

健常者の下唇・オトガイ部の知覚の範囲はＡ～Ｄと考えてよ

く、男性と女性の閾値には差があることが強く考えられた。神

経線維の種類によって、障害に対する感受性や順応性にも差が

あり、一様に知覚麻痺といっても、原因や障害されている神経

線維の種類は色々であり、回復の速さや違和感の程度・種類に

関与している可能性もある。今後、数種の検査を併用すると共

に、電気的に線維の特定を行う研究が必要と考えている。

違和感、不快感の自覚部分
（他に右側頭部、頸部にも）

Ｅ（３．２２mgf）

ＥＤ以下の正常域

症例２の経過

初診時、�４部の早期接触、右側頭筋部、頸部の鈍重感を自
覚。耳鳴、時に側頭部のしびれを自覚。

�４の咬合調整と共に、開口練習を実施。筋弛緩剤を補助的
に併用し、症状の緩和により中止。

初診１週間後で症状は緩和し、４週では安静時以外の頭

部・頸部の不快感は消失した。口唇周囲の麻痺感は軽減し

たが、残存。耳鳴は数日に１回程度に軽減。初診２か月目

に口唇周囲の麻痺感はほぼ消失。知覚テストでも全部位で

正常範囲内に復した。

Ｅ
Ｅ

症例３の経過
初診時には下唇のしびれ感のみであった。知覚テストでは右

下の如く、オトガイ部にも知覚麻痺があり、頤下部では閾値

がＪを示した。
｜１～４には打診時の違和感（ビリビリした感じ）がある。

歯牙の動揺、自発痛はなく、インプラント除去部にも異常は

なかった。

現在、ATP製剤とビタミン剤の投薬と開口訓練を行い、経

過観察中。
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下歯槽神経麻痺時のTSEP（三叉神経感覚誘発電位）の変化について

緒 言

下歯槽神経の知覚異常の臨床的評価方法として触診法や２点

弁別法、圧力計を用いた評価法などが行われているが、それら

は全て患者の申告に基づいたものであり、客観性のある評価法

とは必ずしも言えない。体性感覚誘発電位を用いた知覚障害の

評価方法は客観性があり、三叉神経領域に応用した三叉神経感

覚誘発電位（Trigeminal Somatosensory Evoked Potential：以

下TSEP）は脳神経外科領域で臨床応用が試みられている１）。

今回我々はTSEP波形の下顎孔伝達麻酔による影響を調べ、

TSEPが下歯槽神経の知覚異常の評価に応用できるかどうかを

検討した。

方 法

被験者は２４歳から２６歳の５名のボランティアで、測定は外部

光および騒音のほとんどない検査室で行い、仰臥位で閉眼した

状態でTSEPを測定した。TSEPの測定には日本光電製の

ニューロパック８を用い、刺激電極は直径７mmの皿電極を

電極間距離１５mmで右側の頤部に貼り、duration２００µsec、強
さ４．８～８mAの矩形波を４Hzで２００回（１００回で極性反転）

加算した。記録は国際１０－２０法のFzを基準電極としてC３よ

り記録した。下顎孔伝達麻酔には２％キシロカイン（Ad含

有）１ml を用いた。実験ではコントロールのTSEPを測定し

た後、下顎孔伝達麻酔を行い、頤部の知覚異常が消失するまで

大阪大学歯学部口腔外科学第一講座

○藤本 佳之、金 曙鎗、飯田 征二、野村 公子、

吉田真一郎、松矢 篤三

図２ 下顎孔伝達麻酔による TSEP波形の変化

麻酔奏功状態では波形が平坦化する。知覚過敏状態では振幅は

小さいものの波が見られるようになり、頂点潜時が延長する（図

の例では３２msec の頂点が３６msec へずれている）。麻酔の回復

状態では麻酔前の波形に近い波形が見られるようになる。
図１ TSEP波形の再現性

Ａのａ、ｂ、ｃ、ｄは同一被験者のTSEP 波形で、ａとｂは同

じ日の異なる試行の記録、ｃは日を異にした記録（刺激強度は全て

６．０mA）。ｄは反対側の頤を刺激して得られたTSEP 波形（刺激

強度は４．８mA）。Ｂのａ、ｂは別の被験者で日を異にして記録し

たもの。数字は潜時（msec）を表す。同一被験者でも頂点間の振

幅にはばらつきが見られるが、頂点潜時はほぼ安定している。
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１０分間隔でTSEPを測定した。

結 果

〈TSEP波形の再現性〉

コントロール波形を比較したところ、振幅については同一条

件下でもばらつきが見られた。頂点潜時については同一被験者

では日を異にして測定しても、また、反対側の頤部刺激による

測定でも比較的安定していた（図１は代表例）。

〈TSEP波形の下顎孔伝達麻酔による変化〉

Ad含有キシロカイン１ml による伝達麻酔では麻酔奏功時

に波形の平坦化が見られた。麻酔から回復するに従い、再び波

が観測されるようになり、頂点潜時の延長が見られた（図２は

代表例）。伝達麻酔失敗例では振幅及び頂点潜時に有意な変化

は見られなかった。

考 察

〈測定潜時の選択について〉

TSEPの測定では長潜時（１００ms以上）になれば脳の高次

機能の影響が入り安定した波形が得にくく、一次知覚野に達す

るまでの短潜時（～１８ms）では高次機能の影響が無いが、刺

激のアーティファクトが混入する点が問題となる。本実験では

比較的安定した波形が得られる中潜時成分（２０～５０ms）を用

いることにした。ただ、この潜時ではC線維はもちろんAδ線
維による伝達にも潜時が短すぎ、侵害受容器からの伝達を反映

したものではない。

〈臨床応用上の問題点〉

臨床応用上の問題としては、ａ）神経障害前のコントロール

データが得られない。ｂ）記録波形の再現性に問題がある２）。

ｃ）侵襲的測定方法である。が挙げられる。ａ）については、

神経障害前のデータの代用として非罹患側の頤部刺激による

TSEPを用いることが可能かと思われた。上唇部は電気刺激に

対する疼痛閾値が低く、振幅が小さいため代用は難しく思われ

た。ｂ）が応用上最も問題であり、比較的安定している頂点潜

時についても神経障害による潜時の延長を判定できるかどうか

は今後検討の必要がある。ｃ）は刺激電流による疼痛や長時間

の拘束などの不快事項のことで、電気刺激の代わりにエアー

ジェットを用いて同等の波形が得られたとの報告３）があり、こ

れを用いれば侵襲は軽減される可能性がある。

結 語

TSEPの下顎孔伝達麻酔による影響を調べた結果、TSEPに

より anesthesia の診断は可能と思われた。しかしながら、波

形の再現性に問題があり、下歯槽神経の知覚異常の程度を評価

するには不十分と思われた。
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空間弁別閾測定の口唇知覚麻痺評価に対する有用性

緒 言

口唇周囲皮膚の知覚麻痺は、一般歯科臨床における偶発症の

中で、比較的頻度の高いものである。現在、知覚麻痺や麻痺回

復の評価は種々の方法を試行錯誤しつつ行っているが、当教室

では、その一法として、空間（２点）弁別閾測定が応用可能か

検討してきた。そして本研究会において、空間弁別閾が再現性

に優れる感覚のひとつであることを見いだし報告した。そこで

今回は、空間弁別閾の知覚麻痺評価に対する応用意義につい

て、他の三叉神経の知覚と比較し検討した。

材料および方法

本研究において被験歯と定めた下顎左右第一小臼歯から第二

大臼歯に齲蝕、充填物および歯周病を有さない成人男女（平均

年齢２８．７歳）３名ずつを対象に実験を行った。実験は、被験者

の一側の下歯槽神経に対し、２％キシロカイン１／８０，０００エピ

ネフリン入り（フジサワ）を１．０m�伝達麻酔し、麻酔液注入
終了直後より１時間毎に、電気的歯髄反応（以下EPT）、歯牙

兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

○長谷川誠実、高岡 一樹、西村 則彦、萬野 幸代、

坂田みどり、前田 常成、清水 明彦、浦出 雅裕

閾値増加率の伝達麻酔後経時的変化
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の圧覚（以下圧覚）および下唇の空間（２点）弁別閾（以下２

PD）について測定を行った。麻酔の奏効は、麻酔側第二大臼

歯のEPT消失をもって判断した。被験歯全てに対し、EPTは

デントテスター（メディナル社製）により電気歯髄診断器の目

盛りに従い５回測定、圧覚は自作の歯牙圧子により咬合面中央

より歯軸方向に g単位で５回測定、２ PDはオイレンブルヒ知

覚計（タイコーメディカル社製）により赤唇移行部で正中と口

角の中央を測定の基点として、mm単位で極限法を用いてデー

ター採取を行った。測定の終了は、被験者の自覚的麻酔の完全

回復時点とし、得られたEPTおよび圧覚は左右別に全被験歯

の平均値を、２ PDは極限法により得た閾値を、左右側でそれ

ぞれ対照側閾値、実験側閾値とした。

結 果

実験側の閾値が対照側に比較してどの程度増加しているのか

を、閾値増加率として換算し図にまとめた。個々増加率は、図

中１００％のラインに至れば、感覚の完全回復を示す。

考 察

EPT、圧覚および２ PDを比較した場合、EPTと圧覚は、

麻酔の回復に伴い漸次感覚の回復を示した。それに対して２

PDは、麻酔奏効時は極めて高い閾値を示し、圧覚がほぼ対照

側と同程度に至ると同時に、突然回復し、それ以後は圧覚と同

傾向を示した。これは、２ PDがその識別能力の中に触圧覚の

要素も含むために生じる現象で、麻痺の状態では２ PDは意味

をなさない。従って、２ PDは麻痺の評価には使用不適当であ

ることが分かった。また、従来より神経の完全離断を来した場

合、神経の離断により末梢感覚の中枢における情報処理パター

ンが使用出来なくなり、そのため中枢が再び情報処理パターン

を学び取るまで、２ PDと触圧覚は同傾向を示さないとされて

いる。本研究の結果では、２ PDと圧覚は同様の回復を示し

た。即ち、麻酔による麻痺のように末梢感覚の中枢における情

報処理パターンが記憶されている限り２ PDの回復は圧覚と同

傾向を示すことが考えられる。以上のことから、２ PDは麻痺

の量的な回復評価に使用はできないが、麻痺回復後の末梢感覚

の情報処理能力を示す質的回復の評価には使用可能であること

が示唆された。

下歯槽神経切断が支配領域の皮膚表面温度に及ぼす影響

緒 言

末梢神経の損傷の影響として支配領域の皮膚表面温度の調節

機構に影響を及ぼすことが知られており、整形外科や神経外科

領域では皮膚表面温度の変化を無侵襲で視覚的に観察するサー

モグラフィーによる検査が神経障害の評価として応用されてい

る。われわれの施設では、第２回口唇麻痺研究会において報告

したように、下歯槽神経知覚異常症患者に対して、支配領域の

皮膚表面温度の差をサーモグラフィーを用いて検討した結果、

下歯槽神経の障害側と非障害側を比較した場合、安静時におい

ても、下唇の温度差が観察される症例が確認され（図１）、本

疾患の存在を客観的に示す診断方法の一つとしてその有用性を

示した。今回われわれは、実験動物を用いて実験的に下歯槽神

経を切断した下歯槽神経損傷モデルを用い、その皮膚表面温度

の変化を観察し、切断による支配領域温度への影響を検討した

ので報告する。

実験材料ならびに方法

実験には体重２００gから２５０gの雄性のウイスター系ラット

を供した。抱水クロラール腹腔内麻酔を施したのち、以下の方

法で下歯槽神経の切断を行った。下歯槽神経の切断は咬筋相当

部に切開を加え、下顎骨を明示し、下顎中切歯の歯根先部を指

標として外側骨を削除し、下顎管を明示した。神経を長さ５

mmまで露出した後、神経の切断を行い、切断端間には骨ろう

の充填を行った。切断側は右側とし、左側については同様に咬

筋部に切開を加え、下顎骨を明示したのみで縫合を行い対照側

とした。

切断処置後３日目、７日目に支配領域の皮膚表面温度の観察

をサーモグラフィー（NEC社製 TH３１０７ME）を用いて行っ

た。表面温度観察は、実験動物に抱水クロラール腹腔内麻酔を

施し仰臥位に固定し、レンズとの観察面の距離を３０cmと一定

大阪大学歯学部口腔外科学第一講座 飯田 征二

図１
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にした条件下で、剃毛を行った下歯槽神経支配領域での平均温

度ならびに中心温度を左右に分け計測を行った。なお、実験で

は安静時の左右皮膚温度を計測したのち、０度の冷水を填入し

た手術用手袋で支配領域を１分間冷却し、刺激解除後の温度上

昇の変化を観察し、検討を行った。

実験結果ならびにまとめ

１）下歯槽神経切断により安静時の左右の表面温度の差は、切

断により表面温度の差が認められ、切断側が高い温度を示す

傾向が観察された（図２）。

２）冷却負荷後の皮膚温の回復過程での左右の温度差は、早期

より継続して認められる傾向が観察された（図３）。切断後

の経過日数で比較した結果、切断後３日目群において、切断

側の温度が高く推移する傾向が観察されたのに対し、切断後

７日目群では左右差は明瞭ではなく、対照群と同様な傾向で

あった（図４）。

３）支配領域全体での平均温度と計測を支配領域中央点で固定

した状態での温度変化を比較した結果、支配領域平均の温度

の値が高く、また左右差が大きく観察される傾向が確認され

た。

以上の結果から、実験動物を用いた下歯槽神経切断モデルで

は、切断により支配領域の平均の皮膚温度は、非切断側に比較

して温度は高くなる傾向が観察された。また冷却試験後の温度

回復では、切断側が高い値で推移する傾向が観察されたが、本

傾向は切断後の経過日数が長くなれば不明瞭となることが観察

された。今後、同領域の自律神経系の詳細な検討が必要ではあ

るが今回の実験結果はサーモグラフィーによる支配領域全体で

の温度変化の観察が下歯槽神経損傷の診断の一助となることを

支持するものと考えられた。

図３ 冷却刺激に伴うオトガイ下部表面温度の変化

図２ 安静時のオトガイ下部の表面温度差（TR‐TL）

図４ 冷却試験後の左右オトガイ下部の温度差

10 口唇麻痺研究会会報・VOL 3・1999



第４回口唇麻痺研究会会長

鶴見大学歯学部口腔外科学第２講座教授 石 橋 克 禮

このたび、第４回口唇麻痺研究会の会長をおおせつかり、本研究会のお世話をさせていただきます。第４回口唇麻痺研究会の期

日および会場は下記の通りです。

本研究会は、歯科治療や口腔外科手術後の後遺症として出現する下唇の知覚異常についての基礎的研究、ならびにその知覚異常

の臨床的評価法の確立とその予防法の解明を目的に発足したものですが、さらに研究分野をひろげて検討していこうという気運が

ひろがっております。

これまでの研究会において、口唇知覚異常に関する原因、病態、経過などについて多くの発表がみられ、また知覚異常の診査

に関して種々の方法が紹介されてきました。

今回の研究におきましても、知覚異常に関する基礎的、臨床的研究発表をいただくとともに、特別講演、教育講演などを予定し

ております。

第４回口唇麻痺研究会を、下記の通り開催いたします。口

唇麻痺に限らず、歯科治療や口腔外科治療に伴う合併症など

の演題を受け付けます。多数の先生方のご発表とご参加をお

願い申し上げます。

会 期 ２０００年３月４日（土）

会 場 鶴見大学会館

発表形式：口演発表で、講演時間は７分、討論時間は３分で

す。

スライドは３５mmフィルム単映です。

スライド枚数は２０枚とします。

演題申込

申込方法：演題の申し込みは、Ｂ５の用紙に、「演題名」、

「所属」、「発表者氏名」（演者に○印を付けて

ください）、「１００字程度の抄録」を記載し、さ

らに演者の連絡先、電話番号、FAX番号を明

記して、下記締切日までに郵送でお送り下さ

い。

締 切 り：１９９９年１２月２５日

演題申込先、研究会の問い合わせ先：

〒２３０－８５０１ 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

鶴見大学歯学部口腔外科学第２講座内

第４回口唇麻痺研究会準備委員長 浅田洸一 宛

TEL ０４５－５８１－１００１ 内 ３３２８

FAX ０４５－５７３－９５９９

第４回口唇麻痺研究会の開催にあたって

〈会場への交通〉

JR 東京駅 � 京浜東北線鶴見駅下車３分

第４回 口唇麻痺研究会のご案内
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口唇麻痺研究会 平成１０年度決算書および平成１１年度予算案

第１条（名称）

本会は口唇麻痺研究会と称する。

第２条（目的）

口唇麻痺の診断と治療法の確立を目的とし、以下の事業を

行なう。

１）研究会の開催

２）会誌の発行

３）その他本会の目的を達成するために必要な事業

第３条（会員）

本会会員は本会の主旨に賛同し、入会を希望する者をもっ

て構成する。会員は正会員および賛助会員よりなる。

第４条（役員）

本会には会長１名と運営委員、幹事および監事をおき、顧

問を若干名おくことがある。会長は年次研究会を主宰し、

運営委員および幹事は会の運営に当たる。なお、会長の任

期は１年、他は３年とする。

第５条（会計）

本会の運営は、会員の年会費ならびに寄付金をもって維持

し、会計報告は研究会にて報告する。

第６条（会期）

本会の年度は４月１日より３月３１日とする。

第７条（会則の変更）

会則の変更は運営委員会の決議により行なう。

附則１（事務・事務局）

本研究会の事務局は、当分の間松本歯科大学口腔外科学第

２講座内におく。

附則２（会則の施行）

本会則は平成９年２月末日より施行する。

本研究会はその発会の目的に照らし、大学の研究機関に拘ら

ず、広く会員を集うことが確認されています。開業されている

先生方にも是非入会していただきたく存じます。なお、入会金

は無料とし、会員の負担をできるだけ少なくするため、年会費

は各機関ごととし、当分の間下記の如くといたします。各機関

での入会人数に制限はございません。会費納入時に御名前をま

とめて事務局まで御連絡下さい。

機関年会費 ２０，０００円

大学講座・研究機関・都道府県あるいは郡市歯科医師会など

個人の場合年会費 ５，０００円

入会申込先

３９９－０７８１ 長野県塩尻市広丘郷原１７８０

松本歯科大学口腔顎顔面外科学講座内

口唇麻痺研究会事務局 TEL･FAX０２６３－５１－２０７６

年会費振込先

●八十二銀行松本駅前支店（店番号４１２ 口座番号 ６３１－５９８）

口唇麻痺研究会 会計幹事 古澤清文

平成１０年度収支決算報告

（平成１０年２月１日－平成１１年１月３１日） （単位：円）

〈収入の部〉

会費等収入 ３９０，０００（２０，０００×１８＋５，０００×６）

会誌等発行事業 ２００，０００（広告掲載料）

前年度繰越金 １０９，６９８

計 ６９９，６９８

〈支出の部〉

第３回研究会開催補助 １５０，０００

会誌等発刊事業

会誌発行費 １９４，０４０

会員名簿発行費 ９１，０４７

管理費

消耗品費 ７，２５４（文具費）

印刷費 ４０，７５０（演題募集ちらし）

通信運搬費 ５２，１８１（会誌発送費等）

什器備品費 ６，１２２（ゴム印製作費）

会議費旅費等 １２，６８４

計 ５５４，０７８

次年度繰越金 １４５，６２０

口唇麻痺研究会会則

入会申込と年会費のお知らせ

平成１１年度収支予算案

（平成１１年２月１日－平成１２年１月３１日） （単位：円）

〈収入の部〉

会費等収入 ３９０，０００

広告掲載料 ２００，０００

前年度繰越金 １４５，６２０

計 ７３５，６２０

〈支出の部〉

第３回口唇麻痺研究会開催補助 １５０，０００

会誌等発行事業 ３００，０００

管理費

消耗品費 ２０，０００

印刷費 ４５，０００

通信運搬費 ６０，０００

什器備品費 １５，０００

会議費旅費等 ４０，０００

予備費 １０５，６２０

計 ７３５，６２０
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●運営委員および幹事●

発行が遅くなりましたが、口唇麻痺研究会会報の第３号をお

届けします。今回は第３回口唇麻痺研究会のシンポジウムの内

容をシンポジストの先生方に short communication の形で執筆

していただきました。知覚異常の臨床的評価は非常に難しいと

されておりますが、先生方の貴重な御意見を御参考にしていた

だけたら幸いに存じます。また、１２月中旬には新しい会員名簿

をお配りしたいと考えております。１１月末までに、機関ごとの

名簿を事務局までお送り下さい。

（古郷幹彦・古澤清文・田中三貴子）

編集後記

運営委員長
松 矢 篤 三

教授
大阪大学歯学部
口腔外科学第一講座

５６５－０８７１ 大阪府吹田市山田丘１－８ �０６－６８７９－５１１１
Fax ０６－６８７６－５２９８

運営委員
天 笠 光 雄

教授
東京医科歯科大学歯学部
口腔外科学第一講座

１１３－８５４９ 東京都文京区湯島１－５－４５ �０３－３８１３－６１１１

生 駒 等
常務
理事

大阪府歯科医師会 ５４３－００３３ 大阪市天王寺区堂ケ芝１－３－２７ �０６－６７７２－８８８４

石 井 孝
副委
員長

兵庫県歯科医師会
医事処理常任委員会

６５０－０００３ 神戸市中央区山本通５－７－１８
�０７８－３５１－４１８１
Fax ０７８－３５１－６６５３

石 川 武 憲 教授
広島大学歯学部
口腔外科学第二講座

７３４－８５５１ 広島市南区霞１－２－３
�０８２－２５７－５６７０
Fax ０８２－２５７－５６７１

石 橋 克 禮 教授
鶴見大学歯学部
第２口腔外科学教室

２３０－８５０１ 横浜市鶴見区鶴見２－１－３ �０４５－５８１－１００１

浦 出 雅 裕 教授
兵庫医科大学
歯科口腔外科学講座

６６３－８５０１ 兵庫県西宮市武庫川町１－１
�０７９８－４５－６６７７
Fax ０７９８－４５－６６７９

大 野 朝 也 教授
奥羽大学歯学部
口腔外科学第２講座

９６３－８６１１ 福島県郡山市富田町字三角堂３１－１ �０２４９－３２－８９３１

覚 道 健 治 教授
大阪歯科大学
口腔外科学第２講座

５４０－０００８ 大阪市中央区大手前１－５－１７
�０６－６９１０－１１１１
Fax ０６－６９４１－５２８１

佐 藤 光 信 教授
徳島大学歯学部
口腔外科学第二講座

７７０－８５０４ 徳島市蔵本町３－１８－１５ �０８８６－３１－３１１１

佐々木 次 郎 教授
東海大学医学部
口腔外科学教室

２５９－１１９３ 伊勢原市望星台 �０４６３－９３－１１２１

白 砂 兼 光 教授
九州大学歯学部
口腔外科学第２講座

８１２－８５８２ 福岡市東区馬出３－１－１ �０９２－６４１－６３８８

高 木 律 男 教授
新潟大学歯学部
口腔外科学第二講座

９５１－８５１４ 新潟市学校町通二番町５２７４番地 �０２５－２２３－６１６１

竹 中 武 彦
常務
理事

京都府歯科医師会 ６０３－８１６４ 京都市北区紫野東御所田町３３番地
�０７５－４４１－７１７１
Fax ０７５－４４１－２３８９

加 藤 秀 樹
常務
理事

大阪府歯科医師会
学術部

５４３－００３３ 大阪市天王寺区堂ケ芝１－３－２７ �０６－６７７２－８８８６

廣 瀬 伊佐夫 教授
松本歯科大学
歯科麻酔学講座

３９９－０７８１ 長野県塩尻市広丘郷原１７８０
�０２６３－５１－２１２５
Fax ０２６３－５３－３４５６

松 浦 英 夫 教授
大阪大学歯学部
歯科麻酔学講座

５６５－０８７１ 大阪府吹田市山田丘１－８ �０６－６８７９－５１１１

道 健 一 教授
昭和大学歯学部
第一口腔外科学教室

１４２－００６４ 東京都大田区北千束２－１－１
�０３－３７８７－１１５１
Fax ０３－３７８７－７１０４

三 村 保 教授
鹿児島大学歯学部
口腔外科学第二講座

８９０－００７５ 鹿児島市桜ケ丘８－３５－１
�０９９－２７５－５１１１
Fax ０９９－２７５－６２４８

山 岡 稔 教授
松本歯科大学
口腔顎顔面外科学講座

３９９－０７８１ 長野県塩尻市広丘郷原１７８０
�０２６３－５１－２０７５
Fax ０２６３－５１－２０７６

庶務幹事
古 郷 幹 彦

助教
授

大阪大学歯学部
口腔外科学第一講座

５６５－０８７１ 大阪府吹田市山田丘１－８
�０６－６８７９－２９３６
Fax ０６－６８７６－５２９８

学会幹事
浅 田 洸 一

助教
授

鶴見大学歯学部
口腔外科学第２講座

２３０－８５０１ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見２－１－３
�０４５－５８１－１００１
Fax ０４５－５７３－９５９９

会計幹事
古 澤 清 文

助教
授

松本歯科大学
口腔顎顔面外科学講座

３９９－０７８１ 長野県塩尻市広丘郷原１７８０
�０２６３－５１－２０７６
Fax ０２６３－５１－２０７６

（５０音順）
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